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第１章    西東京市教育計画の基本的な考え方 

 

１ 計画改訂の背景と目的 

西東京市教育委員会は、平成 26 年３月に西東京市教育計画（平成 26 年度～平成

30年度）を策定し、この計画のもと様々な施策に取り組んできました。 

国は、平成 30 年６月に第３期教育振興基本計画を閣議決定し、平成 30 年度から

平成 34（2022）年度までの計画期間における、5 つの基本的な方針と 21 の教育

政策の目標などを取りまとめました。 

同計画では基本的な方針として、「１ 夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要

となる力を育成する」、「２ 社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成す

る」、「３ 生涯学び、活躍できる環境を整える」、「４ 誰もが社会の担い手となるた

めの学びのセーフティネットを構築する」、「５ 教育政策推進のための基盤を整備す

る」を打ち出しています。 

また、平成 32（2020）年度からの新学習指導要領に新たに掲げられた前文には、

「自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊

重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓

き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる」と示

されています。 

このような流れの中、西東京市教育委員会においては、平成 26 年に策定した西東

京市教育計画について、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 26条に基づ

き毎年度実施している、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行についての点

検・評価や、平成 29 年度に実施した「西東京市教育計画策定のためのアンケート調

査・ヒアリング調査」などを活用して、平成 31（2019）年度から平成 35（2023）

年度までの 5年間を計画期間とした新たな教育計画を策定しました。 

 

国：第３期教育振興基本計画について 

教育政策に関する基本的な方針 

１ 夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する 

２ 社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する 

３ 生涯学び、活躍できる環境を整える 

４ 誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する 

５ 教育政策推進のための基盤を整備する 
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２ 計画の位置付けと期間 

（１）計画の期間  

計画の期間は、平成 31（2019）年度から平成 35（2023）年度までの５年間と

します。 

 

 

（２）計画の性格  

本計画は、教育基本法第 17条第 2項に規定する「当該地方公共団体における教育

の振興のための施策に関する基本的な計画」と位置付けるものであり、西東京市にお

いて、平成 31（2019）年度からの５年間を中心に取り組むべき基本的な方向性と

主な施策を示すものです。 

また、本計画は、西東京市を取り巻く社会状況の変化を反映するとともに、国の教

育振興基本計画及び東京都教育ビジョンを踏まえて策定しており、今後の西東京市に

おける教育全体の向上、活性化を目指すものです。 

 

 

（３）他計画との関係  

本計画は、西東京市教育委員会の教育目標に則して策定しました。また、西東京市

総合計画をはじめ、スポーツ推進計画、文化芸術振興計画、子育ち・子育てワイワイ

プランなどの関連計画とも連携を図りながら施策を進めるものです。 

計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

西東京市総合計画 

・基本構想（平成 26～35（2023）年度） 

・基本計画（平成 26～35（2023）年度） 

・実施計画（３年度毎） 

教育目標 

関連計画 

スポーツ推進計画 

文化芸術振興計画 

子育ち・子育てワイワイプラン 

障害者基本計画 

第 2 次健康づくり推進プラン後期計画 

子ども読書活動推進計画 

など 

 
西東京市教育計画 
（平成 31（2019）～平成 35（2023）年度） 

基本方針 

主要施策 
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３ 計画の策定体制 

本計画は、「西東京市教育計画策定懇談会」を設置して策定しました。 

また、市民の教育に関する考えや意見を聞くために、「西東京市教育計画策定のため

のアンケート調査」を実施し、併せて、市内の教育関連施設・団体に対してヒアリン

グ調査を実施しました。 

 

（１）アンケート調査結果の概要  

① 調査の目的 

次期「西東京市教育計画（計画期間：平成 31（2019）年度～平成 35（2023）

年度）」を策定するにあたって、市民の教育に関する考えや意見を聞き、調査結果を計

画策定を進める上での基礎資料として活用するために調査を実施しました。 

 

② 調査期間 

平成 29年 10月 17日（火）から平成 29年 11月７日（火）まで 

 

③ 調査対象・調査方法 

 調査対象 調査方法 

小学生調査 
全市立小学校の４年生及び６年生（各

学年１クラス） 
学校を通じて一斉配布・一斉回収 

中学生調査 
全市立中学校の２年生（学校規模に応

じて３～４クラス） 

青少年調査 
市内にお住まいの平成９年９月３日

～平成 14年４月１日生まれの方 郵送による配布・回収 

一般市民調査 市内にお住まいの 20歳以上の方 

 

④ 回収状況 

 配 布 数 有効回答数 有効回答率 回収数 

小学生調査 1,260 通 1,168 通 92.7％ 1,170 通 

中学生調査 1,159 通 1,093 通 94.3％ 1,093 通 

青少年調査 400通 119通 29.8％ 
1,368 通 

一般市民調査 3,000 通 1,246 通 41.5％ 
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⑤ 主な調査結果 

【小学生及び中学生調査】 

 学校を楽しいと思う児童の割合が前回調査よりも増加（２.2ポイント【増加】） 

 約９割の児童・生徒が楽しいと感じている 

 自分に自信のもてるところが「ある」と思う児童・生徒の割合が前回調査よりも増

加（小学生：6.1ポイント【増加】、中学生：1.3ポイント【増加】） 

 児童・生徒が学校や先生に望むこととして、「いじめのない楽しい生活を送れる学校

づくりをしてほしい」の割合が前回調査よりも減少（小学生：15.5ポイント【減少】、

中学生：15.3ポイント【減少】） 

 「先生にはみんなに平等に接してほしい」という回答が、小学生の割合が前回調査

よりも減少（3.6ポイント【減少】） 

 小学生の 19.8％、中学生の 14.8％が、家で食べる時間は「決まっていない（その

日によって違う）」と回答、前回調査よりも減少（小学生：1.7ポイント【減少】、

中学生：10.2ポイント【減少】） 

 いやなことやつらいことがあったとき、相談できる人がいない児童・生徒が 1割（小

学生：1.2ポイント【減少】、中学生：5.3ポイント【減少】） 

 家族とほとんど話すことがない児童・生徒が 1割未満（小学生：0.6ポイント【減

少】、中学生：1.8ポイント【減少】） 

 

【青少年及び一般市民調査】 

 「公立学校教育で取り組んでほしいこと」の中で、「一人ひとりに応じた特別支援教

育の充実」は前回調査よりも 6.1ポイント【減少】 

 子どもたちを取り巻く環境で増加・向上していることとしては、「学校における情報

機器を活用した授業」が最も高い 

 一人ひとりに応じた支援の充実のために必要な取組として、「すべての子どもたちが

ともに学ぶことができる教育の充実」（1.2ポイント【減少】） 

 一人ひとりに応じた支援の充実のために必要な取組として、「障害のある児童・生徒

に配慮した施設・設備の充実」（20.7ポイント【減少】）、「特別支援学級等での専門

的な教育の充実」（17.0ポイント【減少】） 

 一人ひとりに応じた支援の充実のために必要な取組として、「子ども一人ひとりの実

態に応じた相談体制の強化」が最も高い 

 一人ひとりに応じた支援の充実のために必要な取組として、「教職員の専門性の向上」

（10ポイント【減少】） 

 参加・協力してもよい身近な小学校・中学校の取組やそこを拠点として行われる地

域の活動として、「学校の行事やイベント」など 

 西東京市の学習環境は、図書館やスポーツ施設の利用のしやすさが評価されている 
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（２）ヒアリング調査結果の概要  

① 調査の目的 

アンケート調査の結果を踏まえ、西東京市における教育の現状と課題を把握するた

めに、市内の教育関連施設・団体に対してヒアリング調査を実施しました。 

 

② 調査期間 

平成 30年１月から３月まで 

 

② 調査対象・調査方法 
 

施設・団体名 対象 方法 

１ 社会教育に関する施設・団体 

（１）公民館（田無公民館、ひば

りが丘公民館、保谷駅前公

民館） 

利用者 
ヒアリング当日に活動していた 11団体に対

して対面による聞き取りを実施。 

（２）学校施設開放運営協議会 会長 
協議会の会長６人に対して対面による聞き取

りを実施。 

２ 教育に関する施設 

（１）幼稚園 教員 
私立幼稚園の教員４人に対して対面による聞

き取りを実施。 

（２）小・中学校 教員 
小学校教員 483 人、中学校教員 236 人に対し

て調査票を配布し実施。 

３ 子育ち・子育て支援に関する施設・団体 

（１）ＰＴＡ・保護者の会 会長 
小学校及び中学校の会長４人に対して対面に

よる聞き取りを実施。 

（２）青少年育成会 会長等 
会長等４人に対して対面による聞き取りを実

施。 

（３）放課後カフェ 実施者 代表者に対して調査票を配布し実施。 

（４）児童館・児童センター（ひ

ばりが丘北児童センター・

保谷柳沢児童館） 

職員 館長に対して対面による聞き取りを実施。 

利用者 
当日来館していた子どもに対して対面による

聞き取りを実施。 

（５）学童クラブ（ひばりが丘北

学童クラブ・ひばりが丘北

第二学童クラブ・保谷柳沢

学童クラブ） 

職員 指導員に対して対面による聞き取りを実施。 

利用者 
当日利用していた子どもに対して対面による

聞き取りを実施。 
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施設・団体名 対象 方法 

（６）保育園 保育士 
市立保育園の保育士５人に対して対面による

聞き取りを実施。 

（７）図書館のおはなし会を実施し

ている団体 
実施者 代表者に対して調査票を配布し実施 

４ 特別な支援を必要とする子どもたちに関する団体・事業所 

（１）NPO法人西東京市多文化共

生センター（NIMIC）子ども

日本語教室（谷戸教室） 

スタッフ 
ボランティアスタッフ５人に対して対面によ

る聞き取りを実施。 

（２）就労継続支援事業所・就労

移行支援事業所（社会福祉

法人 さくらの園） 

職員 
職員３人に対して対面による聞き取りを実

施。 

（３）障害がある子どもの保護者

団体（サークル縁、ぶーけ） 
会長等 

会長等（サークル縁５人、ぶーけ３人）に対

してヒアリングを実施。 

 

③ 主な調査結果 

 教員が考える今後必要となるもの 

 今後、西東京市の公立学校教育で特に重点をおいて取り組む必要があるものとして、

「少人数学級」の割合が最も高く、次いで「老朽校舎の建替えや改修」、「一人ひと

りに応じた特別支援教育の充実」の割合となっている。 

 学校・家庭・地域が相互の連携・協力を深めていく上で大切なこととして、「学校・

家庭・地域の間の情報交換をスムーズに行うこと」の割合が最も高く、次いで「家

庭や地域社会が、日常生活におけるしつけ等、積極的に役割を担っていくこと」、「学

校・家庭・地域の役割分担を明らかにすること」の割合となっている。 

 学童クラブで接する子どもたち 

 放課後の子どもの居場所になる施設だが、忙しい子どもが多く、遊ぶ時間が少なく

なってきているように感じる。 

 人と関わる時間が少なくなってきているせいか、他の人が何を感じているのか、ど

う思っているのかということに敏感でなく、自分の発した言葉が、相手を傷つける

ことに気がつかない子どもが増えているように思う。 

 弱みを見せない子どもが多い。自分のできる面、強い面、得意なことを見せたいが、

得意でないことや苦手なことは、他人に見せたくない、知られたくない、やりたく

ないという気持ちがあるのだと思う。 

 子どもたちの発言に、学校での自己実現がなされたときの達成感が感じられる。 
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 幼児教育との関係 

 幼稚園と小学校それぞれで子どもたちがどのような活動をしているのかをお互いに

知ることができると連携につながる。 

 特別な支援を必要とする子どもたちに関わる現場からの視点 

 通常の学級の子どもやその保護者に対する障害者理解を促進してほしい。 

 保護者の不安は情報不足によることが多いので、保育園や学校等を通して、様々な

情報を保護者に伝え、相談につなげていくとよいのではないか。 

 西東京市でも、子どもの居場所づくりの重要性が言われているが、その中で地域の

学校に通っていない障害児も参加できるように考えていただきたい。 

 障害者理解のため、教育の中で自分たち（障害者就労支援事業所）を役立ててほし

い。障害者の支援だけでなく、地域への支援という観点で障害者を含めた地域住民

の利益を目指している。 

 社会教育施設での活動 

 公民館活動において中学生がボランティアとして参加してくれたことがあったが、

もっとクローズアップした方がいい。 

 公民館活動をしていることを他の市民にもっと知ってもらいたい。 

 図書館で実施しているおはなし会の参加者の減少・低年齢化があるため、地域で楽

しめる場があることを、多くの子育て世代に知ってもらい、遊びに来てもらうこと

が必要。そのために親子で楽しめるおはなし会づくりが課題。 
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第２章    西東京市教育計画（平成 26年度～平成 30年度）の取組状況 

 

１ 基本方針総括及び今後の方向性 

西東京市教育委員会では、毎年、教育委員会が所掌する事務事業の点検評価を行っ

ています。 

対象とする事務事業は、「西東京市教育計画（計画期間：平成 26年度～平成 30年

度）」に基づく事務事業及び教育委員会の職務権限に基づく事務としています。 

また、平成 27 年４月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、新

たに総合教育会議の開催が規定されました。法改正以降、市長が教育委員会委員等を

召集して総合教育会議を開催し、「いじめ・虐待の対策」、「子どもの居場所の充実」、

「切れ目のない支援」などについて課題を共有し、平成 30 年度は「子ども条例」に

ついても検討しながら、社会状況の変化により発生する諸課題に所管を超えて市とし

て対応してきました。 

本章では、教育計画（平成 26 年度～平成 30 年度）期間での達成事項等について

総括を行い、次章に記載する新たな基本方針とのつながりを示します。 

 

（１）「生きる力」の育成に向けて  

 確かな学力の育成を図るため、外国語教育

の充実に向けて、小学校においてはＡＬＴ

指導時数の確保、中学校においては「英語

で行うことを基本とする英語授業」の実践

に関する教員研究を深めてきました。 

 放課後や長期休業中の児童・生徒に対する

教育指導の充実として、夏季休業中におい

て、全市立小・中学校の全学年で補習教室を実施する

とともに、中学３年生を対象に民間事業者による 10

日間の習熟度別講習を実施しました。 

 ＩＣＴ活用による学習指導として、プログラミング教

育に向けた研究の一環として、プログラミング授業を

試行実施するとともに、ＳＮＳ等のインターネットに関わるトラブルの未然防止

のための情報モラル教育を進めてきました。 
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 豊かな心の育成に向けて、西東京市いじめ防止対策推進条例の策定、学校におけ

る道徳教育の推進、弁護士による「いじめ防止の授業」の実施などに取り組みま

した。また、読書活動推進のために、小・中学校において読書月間を設けて未読

率の減少を図り、中学生を対象にブックフェスティバルを開催し、読書への関心

を促す取組を行いました。さらに、社会性や自身のキャリア意識を育成させるた

め、自然体験活動や職場体験等を実施しました。 

 健康と体力の育成を図るため、体力向上に関する

研究校の指定や医師等による出前授業でがん教

育を行いました。また、生活習慣に関する指導や

安全教育、環境教育など、「生きる力」の育成に

取り組みました。 

 

今後の方向性 

  これまで取り組んできた知・徳・体の育成は、時を経ても、なお子どもたちの成

長にとって重要なことです。引き続き、子ども一人ひとりを大切にしながら、知・

徳・体の育成をベースとして、社会を主体的に形成していくための「生きる力」の

育成を図っていく必要があります。 

 

（２）「生きる力」を育むための学校教育環境の充実に向けて  

 特色ある学校づくりを進めるため、西東京市小・中連携の日を設定し、９年間で

の教育の充実を図るとともに、大学等との連携による事業を実施してきました。 

 児童・生徒の学習環境の整備として、小・中学

校の特別教室へのエアコン設置や老朽化学校施

設の大規模改造などを行いました。また、学校

施設の適正規模・適正配置を進め、小学校の統

廃合や中学校施設の移転建替えによる通学区域

の見直しを行いました。 

 

今後の方向性 

  今後も、子どもたちにとって快適な学習環境を整備していく必要があります。ま

た、施設や設備面のみならず、体制や制度などのソフト面についても一体的に環境

整備を図っていく必要があります。 
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（３）一人ひとりを大切にする教育の推進に向けて  

 通常の学級における一人ひとりの子どもの教育的ニーズを的確に把握し、支援を

進めるため、教員向けの「教育支援マニュアル」を作成・配付するとともに、教

育支援システムを構築し、校内委員会へ専門家を派遣するなど、体制整備を行っ

てきました。平成 29年度に全市立小学校に特別支援教室を試行開設することで、

平成 30 年度に情緒障害等通級指導学級から特別支援教室に円滑に移行できまし

た。 

 平成 26 年度に固定制特別支援学級を増設すると共に、固定制特別支援学級の名

称を A・I 学級、B・J 学級とし、知的タイプ・自閉タイプそれぞれの実態に応じ

た教育課程を編成し、特性に応じた教育内容の充実を図ってきました。 

 幼児のための相談案内を作成し、就学前機関に周知することで、幼児期からの心

理療法や発達・心理相談を実施し、教育相談の早期対応の有効性が認識されまし

た。また、就学支援シートの活用による小学校への情報提供など、切れ目のない

支援を進めました。 

 スクールソーシャルワーカーの定期巡回・随時派遣を整備し、教員の気づきを支

援に繋げることで、健全な成長への寄与に努めてきました。 

 

今後の方向性 

  特別支援教育体制の基盤が整備されてきた段階において、学校における取組内容

の検証と調整、保護者や地域への啓発等を進めていく必要があります。また、子ど

もの健康な成長を保障できる社会をめざし、行政と学校、保護者とが連携し、それ

ぞれの担う役割を確実に果たすことが出来るよう相談体制を整えていく必要があり

ます。 

 

（４）社会全体での教育力の向上に向けて  

 家庭の教育力向上の支援として、３～４か月児健康診査時の絵本提供による家庭

での読書活動支援や公民館で親子対象講座を開催しました。また、就学援助費の

一部費目を学校入学前に前倒し支給するなど、家庭への支援を行ってきました。 

 青少年の放課後活動の支援のひとつとして、小学校で実施している放課後子供教

室事業においては、校庭等の開放に加え、多様な体験・活動の機会となる学習活

動の機会提供事業の実施校を拡大し、内容の充実に努めてきました。また、図書

館や公民館などの社会教育施設においては、青少年の居場所となるよう事業展開

を行ってきました。 
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 活力あるコミュニティづくりとして、夜間照明設備の設置による学校施設の開放、

学校と地域が連携した児童の登下校時の見守り活動など、学校を拠点とした地域

活動を行ってきました。また、市内大学との連携事業や広報活動を積極的に行い、

地域ぐるみで教育活動を行う体制整備を進めました。 

 

今後の方向性 

  地域とともに行う教育活動を今後も継続していく必要があります。また、学校を

核とした地域づくりを進める一方、地域にいながら誰もが学べる体制を整備してい

く必要があります。 

 

（５）いつでも・どこでも・だれでも学べる社会の実現に向けて  

 社会教育推進の中核的施設として、公民館では主催事業の方針明確化や障害者対

象講座の充実など、誰もが主体的に学ぶことができる環境づくりを進めてきまし

た。 

 図書館では、時代や社会の変化に適応した質の高いサービスを提供するため、地

域・行政資料の電子化や来館困難者への貸出本のボランティアによる宅配サービ

スなどを行ってきました。また、第 3期西東京市子ども読書活動推進計画を策定

し、子どもの発達段階に応じた読書活動の推進に取り組んでいます。 

 文化財を確実に保存し、未来につなげてい

くため、西東京市文化財保存・活用計画を

策定し、取り組みを進めてきました。平成

27 年に国の史跡に指定された下野谷遺跡

については、今後の保存、活用及び整備の

方向性などを示した史跡下野谷遺跡保存

活用計画を策定するとともに、下野谷遺跡の価値や魅力をわかりやすく伝える

VR（バーチャル・リアリティ）コンテンツの制作を始めとして、学校教育や地域

と連携した活用事業を実施しています。 
 

今後の方向性 

  いつでも・どこでも・だれでも学べる社会の実現に向けて、社会教育施設等を介

した学習機会の提供やハンディキャップサービスなどの事業を行っていく必要があ

ります。 
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第３章    西東京市教育計画の方向性 

 

１ 教育目標と計画の基本方針 

西東京市教育委員会は、すべての市民が進んで知性、感性を磨き、道徳心や体力を

高め、人間性を豊かにし、国際社会の平和と発展に貢献することを願い、次に掲げる

市民の育成を教育目標とします。 

 
 

○ 互いの生命と人格を尊重し、思いやりと規範意識のある市民 

○ 社会の一員として、勤労と責任を重んじ、広く社会に貢献しようとする市民 

○ 自ら学び考え行動する、個性と創造力豊かな市民 

○ 伝統と文化を尊重し、自然と郷土を愛するとともに、環境の保全に寄与する市民 
 

 

また、学校教育及び社会教育を充実し、だれもが生涯を通じ、あらゆる場で学び、

支え合うことができる社会の実現を図ります。 

そして、教育は、学校、家庭、地域及び行政が連携し、それぞれが責任を果たして行

われなければならないとの認識に立ち、ともに学び・ともに成長し・ともに励ましあう

自主的・自発的活動を推進し、すべての市民が教育に参加することを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【計画の基本方針イメージ図】 



 
13 

 

２ 計画の基本方針 

本計画は、１から４までの基本方針で施策を展開します。 

 

 

基本方針１ 子どもの「生きる力」の育成に向けて 

次代を担う子どもたちがこれからの時代を生き抜くために、主体的・対話的で深い

学びを通して、確かな学力を育むとともに、豊かな心や健康・体力などの「生きる力」

を育成していきます。 

 

 

 

基本方針２ 子どもの「心の健康」の育成に向けて 

子どもが「生きる力」を身につけ、持続可能な社会をつくる一員として、学び続け

られる大人になっていくためには、子どもの「心の健康」の育成が重要になってきま

す。様々な出来事に出会い、すぐに解決できない問題に直面しても、力強く生きてい

けるよう、「心の健康」の育成にむけた相談・支援体制を充実させます。 

 

 

 

基本方針３ 持続可能な社会をつくるための教育環境の充実に向けて 

時代の変化に対応するための学習環境などの整備や、学校における組織体制や教職

員の働き方を見直すことで学校経営改革の推進を図ります。さらに、学校を核としな

がら連携・協働し合う地域づくりに取り組むとともに、家庭教育への支援を充実させ

ることにより、子どもにとっても、地域にとっても持続可能な社会をつくるための教

育環境の充実を図ります。 

 

 

 

基本方針４ 「学び」を身近に感じ「学び」を実践できる社会の実現に向けて 

社会の変化に対応した学習機会の提供の充実を図ることにより、生涯にわたって学

び、活躍できる環境の整備に取り組みます。これにより、地域コミュニティの維持・

活性化や地域課題の解決に寄与する「学び」と「活動」の循環の形成を目指します。  
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３ 計画の体系 
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〔 教育目標 〕 〔 方向 〕 〔 基本方針 〕 

基本方針１ 
 
子どもの「生きる力」の 

育成に向けて 

１ 社会の変化に応える 
確かな学力の育成 

２ 豊かな心を育む教育の実現 

２ 学校における 
教育支援体制の充実 

３ 子どもの健康づくりと 
体力づくりの推進 

４ 一人ひとりを大切にする 
教育の推進 

１ 相談・支援の充実 

３ 学校を支える 
多様な教育資源の充実 

１ 時代の変化に対応した 
学習環境等の整備 

２ 学校経営改革の推進 

２ 誰もが学習に 
参加できる機会の充実 

３ 学校を核とした 
地域づくりの推進 

４ 家庭における教育力の向上 

１ 多様な学びをつなぐ 
生涯学習の振興 

３ 「学び」が実践できる 
地域の学習資源の活用 

基本方針２ 
 
子どもの「心の健康」の 

育成に向けて 

基本方針４ 
 
「学び」を身近に感じ 

「学び」を実践できる 

社会の実現に向けて 

基本方針３ 
 
持続可能な社会をつくる 

ための教育環境の充実に 

向けて 
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①きめ細かな学習指導による基礎・基本の習得と活用 ②学ぶ意欲の向上に向けた教育の充実・推進 

③教育の情報化による学習指導の質の向上  ④持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の推

進 

①人権教育の推進     ②いじめや暴力行為の防止に向けた教育の推進 

③道徳教育の充実     ④読書活動の推進 

①児童・生徒の「心の健康」育成 

②学校と教育委員会との連携による支援の充実 

③不登校への対応 

①たくましく生きるための健康と体力づくりの推進 

②望ましい生活習慣や規律のある生活習慣の確立 

①校内体制の充実     ②個に応じた教育実践の内容の充実 

③個に応じた教育実践を支える教育委員会の役割の充実 

①教育相談センターにおける相談・支援の充実 

②子どもの育つ環境を支援するネットワークの充実 

①個の教育的ニーズに応じた教育資源の充実 

①小中一貫教育の推進    ②学校の教育環境の整備 

③学校給食環境の整備    ④情報教育環境の整備 

⑤学校施設の適正規模・適正配置と維持管理 

①学校組織の活性化     ②学校における働き方改革の推進 

①誰でも学べる機会の充実    ②ライフステージに応じた学びの機会の充実 

①地域と学校の連携・協働の仕組みづくり 

②安全・安心な教育環境の推進 

①家庭教育に関する学びの機会の充実 

①生涯学習推進体制の充実    ②生涯学習情報を提供する体制の整備 

③学びを通じた地域コミュニティづくり 

①公民館機能の充実     ②図書館機能の充実 

③文化財の保存と活用の充実    ④その他地域の学習資源の充実 

〔 施策 〕 


